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一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
で
、
仮
に
二
〇
一
四
年
十
月
の
基
本
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
（
運
用
比
率
）
変
更
を
行
わ
な
け
れ
ば
、

二
〇
一
五
年
度
の
損
益
は
い
く
ら
だ
っ
た
」
か
に
つ
い
て
は
、
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
に
お
い
て
推
計
し
て

い
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。


